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令和４年１０月３日以降、豊田支店２階で開催している法律及び税務相談を以下の 

とおり変更させていただきます。会場は不動産センターの新店舗（旧八幡支店）となり

ますのでお間違いのないようお願いします。 

なお、ご利用の際は必ず事前に不動産センターへご連絡ください。 

ご不明な点は、不動産センターまでお問い合わせください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

連絡先 

ＪＡ静岡市不動産センター 

静岡市駿河区有東 2丁目 1-33 

（旧ＪＡ静岡市八幡支店） 

電話：054-288-8427 

組合員の皆様へ 

ＪＡ静岡市法律及び税務相談変更のお知らせ 

税 務 相 談 日 

法 律 相 談 日 

■日程及び時間  午前９時から午後３時まで（１日７人） 【要予約】 
相談会場：「不動産センター相談室」（旧八幡支店） 

令和４年１０月 １３日（木）・１８日（火）       令和５年１月 １２日（木）・２４日（火）   

 令和４年１１月 １０日（木）・２２日（火）       令和５年２月  ９日（木）・２１日（火） 

令和４年１２月  ８日（木）・２７日（火）         令和５年３月  ９日（木）・２８日（火） 

   

■ 日程及び時間    毎週［月、水、金］（祝日を除く） 

               午前９時から午後４時頃まで 

相談会場：「不動産センター相談室」（旧八幡支店） 
 

予約制ではありませんが、税理士が相談中の場合は長時間お待ちいただく場合があります。 

また、税理士の都合によりお休みとなる場合もありますので、事前に不動産センターへご確認 

ください。 
 

４ 

不動産センター新店舗所在地 


